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県単緊急農地防災事業実施要綱 

平成29年３月31日付け28農整第1026号 

改正 令和２年７月13日付け２農整第429号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、農地の保全及び農業用施設の維持、又は地域住民の生命・財産、公共施

設等の安全を確保するため、緊急な必要がある場合に、予算の範囲内で県単緊急農地防災

事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の範囲） 

第２ 第１に規定する県単緊急農地防災事業は、次の各号の一に該当するものとする。 

(１) 長野県地域防災計画に掲げられている災害危険区域において、異常な豪雨、融雪、

地震等によって必要を生じ、県が緊急に行う応急対策事業であって、国の補助を受け

ないで行うもの 

ただし、災害危険区域内おける対象事業は、地すべり（農政部所管）、急傾斜地崩

壊（土砂崩壊危険箇所）、ため池、湛水防除とする。 

(２) 前号に掲げるもののほか、農地の保全及び農業用施設の維持のため、知事が特に必

要と認めて県が緊急に行う応急対策事業であって、国の補助を受けないで行うもの 

（事業実施の申請） 

第３ 県単緊急農地防災事業は、第２に規定する事業の実施を必要とする地域を区域とする

市町村の長の申請に基づいて施行するものとする。 

２ 前項の規定による市町村長の申請は、当該地域の、土地の所有者及び土地に係る所有権

以外の権利を有する者の承諾を得た上で、県単緊急農地防災事業施行申請書（別記様式）

を、管轄する地域振興局長を経由して知事に提出して行うものとする。 

３ 前項の申請書の提出期限は、別に定める。 

（事業実施の決定） 

第４ 知事は、第３に規定する申請書を受理したときは、速やかに、当該事業の実施の可否

を決定して、その旨を申請者に通知するものとする。 

（施設の帰属） 

第５ 第２の事業によって造成又は取得した工作物その他の施設は、その地域を区域とする

市町村に帰属させるものとする。 

（管理の義務） 

第６ 第５の規定により工作物その他の施設の帰属した市町村は、当該施設を善良に管理し

なければならない。 



（別記様式） 

県単緊急農地防災事業施行申請書 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

 

市町村長名 □印   

 

 

 

 

下記の地区について、県単緊急農地防災事業を施行していただきたいので、必要な書類を

添えて申請します。 

なお、実施決定の上は、県単緊急農地防災事業実施要綱の規定に基づく義務を忠実に遵守

します。 

 

記 

 

地 区 名  

施行箇所  

事 業 費 円 

事業内容  

 

添付書類 

１ 地区概要書（別紙１） 

２ 位置図 

３ 土地使用承諾書（別紙２） 

４ 写真 

５ 事業費内訳書 

６ その他必要な資料 

（注）添付書類の３は、市町村が所有する土地については不要 

 



 

県単緊急農地防災事業の取扱い 

 

１ 自然災地区の対象事業 

長野県地域防災計画に掲げられている災害危険区域において実施する次の事業 

（１）地すべり 

「地すべり危険箇所調書」に掲載されている地すべり危険箇所（地すべり防止区域※

及び地すべり危険地）において、発生した地すべり現象に対する応急対策工事 

工種例：排土工、土止工、承排水路工、水抜ボーリング工 など 

※ 地すべり防止区域（法指定区域）における地すべり防止工事は、原則、県単農地

地すべり対策事業で対応 

（２）急傾斜地崩壊 

「土砂崩壊危険箇所台帳」に掲載されている箇所において、緊急に実施する応急対策

工事 

工種例：水路工、土止工、法面工 など 

（３）ため池 

「ため池データベース」に掲載され、かつ、「ため池カルテ」により管理されている農

業用ため池において、豪雨や地震等からため池を保全するために必要な応急対策工事 

工種例：堤体工（前刃金、グラウト等）、取水施設工、余水吐工、波除護岸工 など 

（４）湛水防除 

湛水防除事業等によりポンプ設備が整備された受益地内において、豪雨等により緊急

に必要となった応急対策工事 

工種例：排水ポンプ工、ゲート工、除塵機工、排水路工、樋管工 など 

 

２ 一般地区の取扱い 

緊急に事業を実施しなければ、農地・農業用施設、地域住民の生命・財産、公共施設等

に被害が発生するおそれのある箇所に限定し、予算の範囲内で特に必要と認めたもの 

 

３ 申請時の留意事項 

（１）事業の必要性及び緊急性について十分検討するとともに、工事内容を精査すること。 

（２）地域や施設全体についても調査し、できる限り国庫補助事業の実施を検討すること。

（３）緊急な工種に限定し、単年度で完了すること。 

（４）入札差金は、原則引上げとする。ただし、施工において、事業費に変動が生じた場合

は、速やかに変更施行協議を行うこと。 

（５）原則として工事請負費のみとし、用地費、補償費、当該工事発注のための測量設計費

等は、申請者が負担すること。 



 

 

４ 申請書類 

書類名 留意事項 

１ 施行申請書 ・実施要綱 別記様式 

２ 地区概要書 
・実施要綱 別紙１ 

・記入例を参考にして作成 

３ 位置図 
・縮尺 1/25,000 又は 1/50,000 の地形図等を使用 

・申請箇所、受益地等を記入 

４ 
災害危険区域に関する台

帳等の写し★ 

・地すべり  ：地すべり防止区域台帳 

地すべり危険地調書 

・急傾斜地崩壊：土砂崩壊危険箇所台帳、位置図 

・ため池   ：ため池カルテ 

・湛水防除  ：湛水防除事業等の完了地区台帳 

５ 土地使用承諾書 

・実施要綱 別紙２ 

・施工に必要な土地について、所有者及び所有権以

外の権利を有する者の署名・押印 

・市町村が所有する土地については不要 

６ 公図写し★ ・申請箇所がわかるもの 

７ 登記事項証明書★ 
・施工に必要な土地の所有者等がわかるもの 

・現在事項証明書でＯＫ 

８ 写真 
・必要性及び緊急性がわかる写真 

・全景、拡大を数枚 

９ 想定被害額算定調書★ 
・参考様式を使用 

・対象数量及び想定被害額を記入 

10 被害想定図★ 
・直接被害の内訳がわかる図面（住宅地図等） 

・間接被害は、位置図で把握できるため不要 

11 事業費内訳書 

・積算内訳のみ 

（施行調書、特別仕様書、数量計算書等は不要） 

・Ａ４判 上下２ｕｐで両面印刷 

12 設計図面★ 
・平面図、標準断面図等で主要なもの 

・Ａ３又はＡ４判に縮小 

注１）書類名の★は、その他必要な資料として提出するもの 

注２）書類は、番号順に揃えて、クリップ止めで提出すること（穴をあけない） 



 

５ 事業の財源 

県単緊急農地防災事業の財源は、起債（地方債）と一般財源の２種類となっている。 

原則、起債対象となる自然災地区で実施することとするが、緊急的にやむを得ない事情

がある場合は、一般地区で対応する。 

区分 

（財源） 
財政措置等 

自然災 

（地方債） 

(１) 防災対策事業債（自然災害防止事業） 

ア 対象事業 

災害対策基本法に基づく「長野県地域防災計画」に掲げられてい

る「災害危険区域」において、災害の発生防止、災害の拡大防止の

ために実施する次の事業 

・地すべり 

・急傾斜地崩壊 

・ため池 

・湛水防除 

イ 対象外となる事業（自治省地方債課長通知から抜粋） 

(ｱ) 災害危険区域以外の地域で実施される事業 

(ｲ) 宅地造成等の人工的な原因に基づく災害の防止事業 

(ｳ) 単独事業以外の事業、非防災事業、緊急性のないもの 

(ｴ) 維持管理費、一般的調査費等 

ウ 財政措置 

充当率 100％、交付税算入率 28.5～57.0％（財政力補正） 

(２) 緊急自然災害防止対策事業債 

ア 対象事業 

災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止することを目的とし

て、緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施する次の事業 

（国庫補助事業の要件を満たさないこと） 

・農業水利防災（ため池、機場、水路等） 

・地すべり 

・急傾斜地崩壊 

・湛水防除 

イ 財政措置 

充当率 100％、元利償還金に対する交付税措置率 70％ 

ウ 事業期間 

令和元年度及び令和２年度 

一 般 

（一般財源）

災害危険区域以外の地域において実施する場合など、自然災の対象外

となる事業 

 



 

県単緊急農地防災事業施行申請書 

第   号  

令和  年  月  日  

 

長野県知事  阿部 守一 様 

 

 

○○市長  ○○ ○○      

 

 

 

 

下記の地区について、県単緊急農地防災事業を施行していただきたいので、必要な書類を

添えて申請します。 

なお、実施決定の上は、県単緊急農地防災事業実施要綱の規定に基づく義務を忠実に遵守

します。 

 

記 

 

地 区 名  

施行箇所  

事 業 費 円 

事業内容  

 



年 月 年 月令和

事業費 円

工　期 令和 ～

台帳番号

事
業
の
必
要
性
・
緊
急
性

標
準
断
面
図
・
構
造
図
等事

業
内
容

区　分 地すべり 急傾斜崩壊 ため池 湛水防除 その他（一般）

県単緊急農地防災事業　地区概要書

ふりがな
施行箇所

地区名



土 地 使 用 承 諾 書 

 

 

県単緊急農地防災事業    地区の施行において、下記のとおり土地の使用を承諾します。 

 

記 

 

対象となる地籍 地目 土地使用期間 
所有者（権利者） 

氏 名 印 

  

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

  

＜土地使用承諾の条件＞ 

１ 使用の期間は、事業実施の都合により延期されても異議がないこと。 

２ 事業の施行によっては、協力を惜しまないこと。 

３ 事業実施上必要な土地の形質の変更又は毛上物の伐採若しくは除去に異議がないこと。 

４ 事業実施地域の土地に係る所有権、地上権その他の土地に付随する権利を売却又は譲渡する場合があっても、上記の義務

は、買受人又は譲受人にこれを承継させること。 

 



1.5 ha 400 ｍ 1.5 ha 1 戸 200 ｍ 15 ha

× 14,000 千円 × 15 千円 × 1,300 千円 × 17,000 千円 × 44 千円 × 千円 × 800 千円

＝ 21,000 千円 ＝ 6,000 千円 ＝ 1,950 千円 ＝ 17,000 千円 ＝ 8,800 千円 ＝ 千円 ＝ 12,000 千円

3 ha 400 ｍ 3 ha 2 戸 250 ｍ

× 14,000 千円 × 23 千円 × 5,800 千円 × 10,000 千円 × 25 千円 × 千円 × 千円

＝ 42,000 千円 ＝ 9,200 千円 ＝ 17,400 千円 ＝ 20,000 千円 ＝ 6,250 千円 ＝ 千円 ＝ 千円

300 ｍ 3 ha 5 戸 1 棟

× 千円 × 16 千円 × 3,500 千円 × 4,700 千円 × 40,000 千円 × 千円 × 千円

＝ 千円 ＝ 4,800 千円 ＝ 10,500 千円 ＝ 23,500 千円 ＝ 40,000 千円 ＝ 千円 ＝ 千円

10 戸 1 棟

× 千円 × 千円 × 千円 × 1,300 千円 × 15,000 千円 × 千円 × 千円

＝ 千円 ＝ 千円 ＝ 千円 ＝ 13,000 千円 ＝ 15,000 千円 ＝ 千円 ＝ 千円

1 棟

× 千円 × 千円 × 千円 × 千円 × 3,200 千円 × 千円 × 千円

＝ 千円 ＝ 千円 ＝ 千円 ＝ 千円 ＝ 3,200 千円 ＝ 千円 ＝ 千円

計 63,000 千円 計 20,000 千円 計 29,850 千円 計 73,500 千円 計 73,250 千円 計 千円 計 12,000 千円 271,600 千円

農作物、家屋、公共施設の被害額算定方法は、治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月）P46～による。

家屋、公共施設（公民館）の評価額は想定値のため適宜修正のこと。

想定被害額算定調書

地区名： ○○ 市町村名： ○○市

直接被害 間接被害
合計

農地 農業用施設 農作物 家屋 公共施設 その他 農作物

水稲（減産）

土砂堆積（畑）30cm 水路損壊(BF500) 果樹（りんご） 半壊 市道損壊(W=4.0m)

土砂堆積（田）30cm 水路損壊(BF300) 水稲 全壊 県道損壊(W=7.0m)

床下浸水 公民館損壊（床上）

農道損壊(W=3.5m) 畑作物（ねぎ） 床上浸水 公民館損壊（半壊）

公民館損壊（床下）

記入例

単収600kg/10a×単
価215円/kg≒1,300
千円

単収2200kg/10a×単
価264円/kg≒5,800
千円

単収1971kg/10a×単
価177円/kg≒3,500
千円

災害総単BF300型よ
り

災害総単BF500型よ
り

別紙第24号単価表よ
り（上層15cm、表層
4cm）

別紙第2号単価表よ
り（埋没土掘削、運
搬）

1戸当り評価額
20,000千円×被害率
0.865≒17,000千円

1戸当り評価額
20,000千円×被害率
0.499≒10,000千円

1戸当り評価額
20,000千円×被害率
0.235＝4,700千円

1戸当り評価額
20,000千円×被害率
0.064≒1,300千円

別紙第22号単価表よ
り（下層20cm、上層
10cm、表層4cm）

1棟当り評価額
50,000千円×被害率
0.801≒40,000千円

1棟当り評価額
50,000千円×被害率
0.296≒15,000千円

1棟当り評価額
50,000千円×被害率
0.064≒3,200千円

農作物被害額の58%
1,300千円×0.58≒
800千円

別紙第2号単価表よ
り（埋没土掘削、運
搬）

別紙第23号単価表よ
り（下層20cm、上層
10cm、表層4cm）



○○地農整第   号  

令和  年(  年)  月  日  

 

農 政 部 長 様 

 

 

○○地域振興局長  

 

 

 

県単緊急農地防災事業の変更施行協議について 

 

 

このことについて、下記のとおり変更が生じたため協議します。 

 

 

記 

 

 

１ 地区名及び要望額 

区分 地区名 市町村名 今回要望額 

○○ ○○ 
○○郡 

○○町 
 円 

 

２ 添付書類 

(1) 変更理由書 

(2) 地区概要書（変更後） 

 

  



変 更 理 由 書 

 

１ 工 事 名 
令和○○年度 県単緊急農地防災事業 

○○地区 ○○工事 

２ 工 事 箇 所 名 ○○郡○○町○○ 

３ 契 約 者 名  

４ 契 約 日 令和  年  月  日 

５ 工 期 
自：令和  年  月  日 

至：令和  年  月  日 

６ 
変 更 理 由 

変 更 内 容 

 

７ 契 約 金 額 

既 契 約 額 ①  円 

変更契約予定額 ②  円 

増 減 額 ②－①  円 

８ 割 当 額 

既 割 当 額 ③  円 

今 回 要 望 額 ②－③  円 

 



提出日

令和 年度　県単緊急農地防災事業　実施調書
地域振興局

当初割当額 契約額 差額 変更割当額 最終契約額

① ② ①－② ③ ②＋③

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

当初 当初

変更 変更

変更 変更

計

　　注）１ 「区分」欄は、「自然災」又は「一般」を記入し、自然災の場合は、種類を記入する。

　　　　２ 「事業内容」欄は、実施した工種、延長、規格等を具体的に記入する。

区　分

自然災
／一般

自然災
の種類

事業内容契約年月日

事　　業　　費　　（円）

再配当日地区名 市町村名



令和 年度　県単緊急農地防災事業　実績調書

地域振興局

着手年月日

自然災
／一般

自然災
の種類

竣工年月日 年月日
金　額
（円）

　　注）１ 「区分」欄は、「自然災」又は「一般」を記入し、自然災の場合は、種類を記入する。

　　　　２ 「事業内容」欄は、実施した工種、延長、規格等を具体的に記入する。

計

事 業 内 容地区名 市町村名

区　分

契約者名

支　　払
竣工検査
年 月 日

契約年月日 契約額
（円）



緊急農地防災事業 農地地すべり対策事業
　老朽化が原因で施設の
機能が十分発揮されてい
ない水路等について、財
政基盤が弱い土地改良
区、水利組合等が行う小
規模修繕工事に対して補
助し、施設の適正な機能
維持を図る。

　異常な豪雨、融雪、地
震等によって必要を生じ
たため池、山腹水路等に
おいて、応急対策工事を
行い、農地の保全及び農
業用施設の維持、又は地
域住民の生命・財産、公
共施設等の安全の確保を
図る。

　県が管理する地すべり
防止施設の修繕や保全の
ための工事及び地すべり
発生時の応急対策工事を
行い、地すべり災害の発
生や拡大の防止を図る。

平成10年度再編 昭和44年度 平成21年度
【長野県土地改良事業等
補助金交付要綱】
第１『農業基盤の整備改
善、稲作の転換及び農村
生活環境の総合的な整備
を図るため…補助金を交
付する…』

【災害対策基本法】
第40条『都道府県防災会
議は、防災基本計画に基
づき、当該都道府県の地
域に係る都道府県地域防
災計画を作成し…なけれ
ばならない。』
【長野県地域防災計画】
『（県は、）風水害に強
い県土の形成を図るため
…治山、治水、急傾斜地
崩壊対策、農地防災等の
事業を総合的、計画的に
推進する。』

【地すべり等防止法】
第７条『地すべり防止工
事の施行その他地すべり
防止区域の管理は、当該
地すべり防止区域の存す
る都道府県を統括する都
道府県知事が行うものと
する。』
第27条『地すべり防止工
事の施行…に要する費用
は、…特別の規定がある
場合を除き、…都道府県
の負担とする。 』

土地改良区等
県 40%

その他 60%
H28 71,477 249,914 56,666
H29 71,477 235,276 56,666
H30 71,477 202,404 56,666
R01 71,477 288,757 56,666
R02 71,477 166,391 52,222

-

防災対策事業債
（自然災害防止事業）
充当率100％×交付税算
入率28.5％～57％
（一部非適債）

防災対策事業債
（自然災害防止事業）
充当率100％×交付税算
入率28.5％～57％

■受益面積がおおむね５
ヘクタール以上（特別農
山村等においては３ヘク
タール以上）の農業用用
排水施設整備等

■長野県地域防災計画に
掲げられている「災害危
険区域」（別表２）にお
いて実施する応急対策工
事
■その他特に必要と認め
る応急対策工事

■地すべり防止施設の修
繕・保全又は地すべり拡
大防止のための応急対策
工事
■農政部が管理する地す
べり防止区域内の工事又
は指定することを予定し
ている区域の調査

土地改良区等 市町村長 （県の判断で実施）
【地すべり】
特定の地質条件のもと
で、土地の一部が地下水
等に起因してすべる現
象。土砂崩れとは異な
る。（別表１）

最終予算
＜事務費含み＞

（千円）

-

■国の補助が得られない、又は防災上急施を要するもの

農地防災
農業農村整備事業

県
100%

負担割合

事業実施主体

備　考

地方財政措置

事業の申請者

事業実施要件など

県単独公共事業の概要

事業の種別

根拠法令等

事業の趣旨

事業創設年度



【災害対
策基本
法】
第40条
『都道府
県防災会
議は、防
災基本計
画に基づ
き、当該
都道府県
の地域に
係る都道
府県地域
防災計画
を作成し
…なけれ
ばならな

県単独公共事業の区分

地すべり危険箇所・・・ 320箇所
土砂崩壊危険箇所・・・ 1,709箇所
ため池・・・・・・・・ 1,753箇所
湛水防除・・・・・・・ 32機場

（別表１）地すべりと土砂崩れの違い

農地防災事業

災害を未然に防止し、県土及び県民の生命、

財産を守るために行う

・災害発生の原因の制御

・災害に耐えうる条件の整備

（別表２）災害危険区域（農政部関係）

地すべり 土砂崩れ

地　　質 特定の地質の所に多く発生 地質との関係は少ない

土　　質 主として粘性土 砂質土でも起こる

地　　形 緩傾斜地に多く発生 20°以上の急傾斜で多い

活動状況 継続性、再発性、時間依存性大 突発性あり、時間依存性小

移動速度 一般に速度小（～10mm/日） 速度はきわめて大きい

土　　塊 土塊の乱れ小 土塊は撹拌される

誘　　因 地下水の影響大 降雨（雨量強度の影響大）

規　　模 1～100ha程度 面積的規模は小

特　　徴
大きく変動する前に亀裂、陥没等
の予兆がある

発生前の兆候がない

地すべり
防止区域内の
地すべり対策

工事か

災害危険区域内

の工事か

国
庫
補
助
事
業

県単農地地す

べり対策事業

YES
国庫補助要件
を満たすか

農地防災事業か

市
町
村
単
独
事
業
等

県単緊急農

地防災事業

県単農業農

村整備事業

NO

YES

NO

YES

YES

NO

土地改良区等が
事業実施主体か

市
町
村
単
独
事
業
等

YES

NO

NO













事 務 連 絡  

 令和２年２月 10 日  

 

各地方農政局農村振興部設計課 

沖縄総合事務局農林水 産部農村振興課 

各 都 道 府 県 財 政 担 当 課  御中 

各 都 道 府 県 市 区 町 村 担 当 課 

各 指 定 都 市 財 政 担 当 課 

 

農林水産省農村振興局設計課  
総務省自治財政局調整課  

        総務省自治財政局地方債課  

 

緊急自然災害防止対策事業債における 

農業水利防災に係る事業の取扱いについて（周知） 

 

平成 31 年度地方債同意等基準（平成 31 年総務省告示第 173 号）等に定める

とおり、地方公共団体が緊急自然災害防止対策事業計画に基づき、災害の発生予

防・拡大防止に取り組んでいけるよう、緊急自然災害防止対策事業債を創設した

ところです。 

本事業債のうち、農業水利防災に係る事業（以下「本事業」という。）につい

ては、農林水産省と総務省が協調し、下記のとおり取り扱うこととしております

ので、各地方公共団体におかれては、適切に対処されるようお願いします。 

 なお、各都道府県におかれては、本事務連絡の内容について、貴都道府県内の

市区町村（指定都市除く。）及び一部事務組合に対しても周知されるようお願い

します。 

 

記 

 

１ 制度概要 

（１）対象施設 

① 農業水利防災 

農業水利施設（ため池、機場、水路等）及び同施設に係る安全対策のため 

の施設 

② 地すべり 

地すべり防止施設、その他地すべりを防止するための施設 



③ 急傾斜地崩壊、特殊土壌 

  急傾斜地帯若しくはこれに準じる地帯又は特殊土壌地帯における排水施 

設、防風施設、土留工、その他農用地の侵食、崩壊を防止するための施設 

④ 湛水防除 

排水機、排水樋門、遊水池等貯留施設、排水路、堤防、排水管理に必要な 

施設、その他湛水被害を防止するための施設 

⑤ 地盤沈下対策 

  地盤の沈下を防止するため、地下水の採取が法令等により規制されてい 

る地域における農業用排水施設、農道及びこれらに関連する施設 

⑥ 農道防災 

農道（橋梁、トンネル、舗装、小規模構造物、法面・斜面の小規模対策工 

等） 

（２）対象事業 

災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止することを目的として、地方

公共団体が策定する緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施される地

方単独事業（国庫補助事業の要件を満たさない事業を対象）。 

（国庫補助事業の要件を満たさない事業の例） 

① 農業水利防災 

・ 農業水利施設については、受益面積がおおむね 20ha未満（ため池は

おおむね２ha 未満）であること（ため池にあっては、受益面積に関わ

らず、災害のおそれのあるため池で、農業用途を廃止して他用途（公共

の用に供するものに限る）へ利用することを目的としたため池の改修、

近傍の人家や公共施設等の災害の発生予防・拡大防止のために行うた

め池の改修で受益者数が農業者２者未満であるものを含む。）。 

・ 農業水利施設に係る安全対策のための施設（転落防護柵等）について 

は、総事業費が 200万円未満であること 

② 地すべり 

総事業費が 7,000 万円未満（地すべり防止施設対策事業長寿命化対策 

   については、800万円未満）であること。 

③ 急傾斜地崩壊、特殊土壌 

受益面積がおおむね 10ha未満であること。 

④ 湛水防除 

次のいずれかに該当するものであること。 

ア 受益面積がおおむね 30ha未満であること。 

イ 総事業費がおおむね 5,000万円未満であること。 

 



⑤ 地盤沈下対策 

 受益面積がおおむね 20ha未満であること。 

⑥ 農道防災 

  次のいずれにも該当するものであること。 

ア 総事業費がおおむね 800万円未満であること。 

イ 防災受益面積がおおむね 30ha未満の農道であること。 

（３）財政措置 

   充当率 100％、元利償還金に対する交付税措置率 70％ 

（４）事業期間 

令和元年度及び令和２年度 

 

２ 緊急自然災害防止対策事業債における手続（別紙参照） 

（１）地方公共団体は、緊急自然災害防止対策事業計画（農業水利防災に係る事

業分）を、農林水産省（北海道にあっては農林水産本省、沖縄県にあっては 

沖縄総合事務局、その他は地方農政局とする。以下同じ。）に提出する。 

（２）農林水産省は、当該年度の地方単独事業について、１（２）の対象事業に 

該当することを確認する。 

（３）農林水産省は、（２）の確認が完了したときは、地方公共団体に連絡する。 

（４）地方公共団体は、（３）の連絡を踏まえ、総務省へ事業に係る起債届出・ 

協議等を行う（総務省においても１（２）の対象事業に該当することの確認 

を行う。）。 

（５）市町村が実施する場合の（１）～（４）の手続については、都道府県を経 

由して行う。 

 

  

（お問合せ先） 

＜事業の実施に関すること＞ 

農林水産省農村振興局整備部設計課 花田、古川 

 TEL:03-3595-6338 

＜事業債の制度に関すること＞ 

総務省自治財政局地方債課 植村、川島 

 TEL:03-5253-5629 
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令和２年　総合単価一覧表（３）
長野県

総合単価

適　　用　　工　　事 規　　　格 単位 （機械施工） 特 装 運 搬 算出表番号

BH0.2m
3

30～50m未満 100m未満 150m未満 200m未満 250m未満 300m未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 σ28=18N/mm2 ｍ3 202,700 4,800 5,100 5,600 6,000 6,500 7,000

B1200×H500 ｍ 29,100 1,900 2,000 2,100 2,100 2,200 2,400

B1200×H600 ｍ 33,400 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ水路 σ28=18N/mm2 ｍ3 182,500 5,000 5,300 5,800 6,300 6,700 7,200

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ工 B200,L2000 ｍ 13,100 300 300 400 400 400 400

B250,L2000 〃 14,000 400 400 500 500 500 500

B300,L2000 〃 15,300 500 500 500 500 500 600

B350,L2000 〃 17,000 600 700 700 700 800 800

B400,L2000 〃 19,600 800 800 900 900 1,000 1,000

B450,L2000 〃 20,800 900 900 1,000 1,000 1,100 1,100

B500,L2000 〃 23,400 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200 1,300

B550,L2000 〃 0 1,100 1,200 1,200 1,300 1,300 1,400

B600,L2000 〃 26,500 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500 1,600

B650,L2000 〃 0 1,500 1,500 1,600 1,700 1,700 1,800

B700,L2000 〃 32,200 1,700 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

B800,L2000 〃 36,200 1,900 2,000 2,100 2,200 2,200 2,300

B900,L2000 〃 41,900 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,900

B1000,L2000 〃 46,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,300

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型工 U300B 〃 22,200 800 800 800 900 900 900

U300C 〃 23,800 900 900 900 1,000 1,000 1,100

U360A 〃 24,000 900 900 900 1,000 1,000 1,100

U360B 〃 25,600 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200

U450 〃 30,600 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500 1,600

U600 〃 41,700 2,000 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400

ﾌﾄﾝ篭工 (割栗石20cm内外)

－4－
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